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納
期
限
内
の
納
付
に
ご
協
力
く
だ

さ
い
。

納
付
は
便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

平
成
27
年
分
の
所
得
税
の
確
定
申
告

の
相
談
及
び
申
告
書
の
受
付
は
、
２
月

16
日（
火
）〜
３
月
15
日（
火
）で
す
。

所
得
税
の
確
定
申
告
期
間
中
は
大
変

混
雑
し
、
長
時
間
お
待
ち
い
た
だ
く
こ

と
が
あ
り
ま
す
。申
告
書
は
ご
自
分
で

書
い
て
、
で
き
る
だ
け
お
早
め
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
書
を
作
成
す
る
と
き
は
、「
所
得

税
の
確
定
申
告
の
手
引
き
」
に
示
さ
れ

て
い
る
説
明
に
従
っ
て
申
告
書
用
紙
に

記
入
を
し
て
い
く
と
、
所
得
や
税
額
の

計
算
が
簡
単
に
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て

い
ま
す
。

ま
た
、国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の「
確

定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」で
は
、画

面
の
指
示
に
従
っ
て
金
額
等
を
入
力
す

る
こ
と
に
よ
り
、
ご
都
合
の
よ
い
時
に

税
の
お
知
ら
せ

2
月
の
納
税
等

所
得
税
の
確
定
申
告
は

自
分
で
書
い
て
お
早
め
に

固
定
資
産
税
／
第
４
期

保
育
料
／
２
月
分

納
期
限
／
２
月
29
日（
月
）

い
つ
で
も
パ
ソ
コ
ン
で
申
告
書
等
を
作

成
す
る
こ
と
が
で
き
、Ａ
４
サ
イ
ズ
の

普
通
紙
等
に
印
刷
す
れ
ば
、
そ
の
ま
ま

申
告
書
等
と
し
て
税
務
署
に
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
申
告
書
の
提
出
先

〒
４
９
６―

８
７
２
０

津
島
市
良
王
町
二
丁
目
31
番
地
の
１

津
島
税
務
署

●
問
合
せ
先

津
島
税
務
署

☎
２
６―

２
１
６
１（
代
表
）

※

電
話
は
自
動
音
声
で
案
内
し
て
い
ま

す
。音
声
案
内
に
従
っ
て
操
作
し
て

く
だ
さ
い
。　

・
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

http://w
w
w
.nta.go.jp

津
島
税
務
署
の
確
定
申
告

会
場
開
設
に
つ
い
て

所
得
税
及
び
贈
与
税
、
個
人
事
業
者

の
消
費
税
の
確
定
申
告
会
場
を
次
の
と

お
り
開
設
し
ま
す
。

●
場　
　

所

津
島
商
工
会
議
所

●
開
設
時
間

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

申
告
書
の
作
成
に
は
時
間
を
要
し
ま

す
の
で
、
午
後
４
時
ま
で
に
お
越
し

い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、会
場
の
混
雑
状
況
に
よ
り
、案

内
を
早
め
に
終
了
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

●
開
設
期
間

２
月
16
日（
火
）〜
３
月
15
日（
火
）

開
設
期
間
中
、
税
務
署
で
は
申
告
書

の
提
出
は
で
き
ま
す
が
、
申
告
書
作

成
指
導
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

な
お
、土
曜
、日
曜
は
開
設
し
て
お
り

ま
せ
ん
が
、
２
月
21
日（
日
）及
び
28

日（
日
）に
限
り
開
設
し
ま
す
。

●
納
付
期
限

所
得
税
及
び
贈
与
税

３
月
15
日（
火
）

個
人
事
業
者
の
諸
費
税

３
月
31
日（
木
）

納
税
に
は
、
安
全
で
便
利
な
口
座
振

替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

津
島
税
務
署

☎
２
６―

２
１
６
１（
代
表
）

※

電
話
は
自
動
音
声
で
案
内
し
て
い
ま

す
。音
声
案
内
に
従
っ
て
操
作
し
て

く
だ
さ
い
。　


